
岩見沢市有明交流プラザ条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

物価高騰の影響等に対応するため、有明交流プラザの使用料の改定を行う。 

 

第２  改正の内容  

有明交流プラザの使用料を改正する。  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岩見沢市条例第５５号  

 

岩見沢市有明交流プラザ条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市有明交流プラザ条例の一部を改正する条例  

 

岩見沢市有明交流プラザ条例（平成２０年条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

別表（備考を除く。）を次のように改める。  

別表（第５条、第７条、第１９条関係）  

使用料  

区分  １日につき  半日につき  

センターホール  ５，６００円  ２，８００円  

市民ギャラリーA ４，６００円  ２，３００円  

市民ギャラリーB ２，９２０円  １，４６０円  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、

改正後の岩見沢市有明交流プラザ条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。  


